セミナーのご案内：「欧州特許裁判所設置に向けて　－　昨今の欧州における特許法ハーモニゼーションへの動き」 
英国の特許代理人事務所のMiller Sturt Kenyon社より特許代理人が来日致しまして、5月24日（月）に昨今のドイツと英国の特許法のハーモナイゼーションや欧州特許裁判所設立に向けての進捗などについて講演を致します。会場は千代田区内となります（応募を頂く段階で詳細をお知らせ致します）。日英同時通訳付き。
プログラム

12.30–1.30　ビュッフェ・ランチ 
1.30–2.15 　講演１：英国とドイツにおける昨今の特許法についての比較

最近の英国及びドイツにおける特許裁判の判例をいくつか取り上げ、両国における特許登録の有効性についての解釈や判定がより近似してきている傾向について紹介する。 
2.15–3.00 　講演２：欧州特許裁判所設立にむけて

EU競争力委員会による欧州共通の特許裁判制度構築に向けた最近の合意を取り上げる。新制度についての、主要なポイントはすでに決定されており、それらが実際にどのように運用されるかを解説する。 
3.00–3.15 　質疑応答

申込方法　events@mskpatents.com  または　ファクス +44(英国国番号)-(0)20-7430-0275 までご出席者様のお名前、ご所属、お電話番号とメールアドレスをお送りください。
講師：Andrew　Cloughley・Matthew Turner
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